
〇 〇 〇
特 北 都
定 海 市

平 調 道 計
成 達 議 画
十 道 契 道 会 道 法 支
四 教 約 教 傍 議 に 庁
年 育 に 育 聴 会 よ

告十 庁 係 委 規 告 る

北 海

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
軽 土 公 道 道 公 基
油 地 有 路 路 共 本
引 区 水 の の 測 測
取 画 面 区 区 量 量
税 公 整 の 域 域 の の
に 理 埋 の の 終 実
係 組 立 変 変 了 施
る 合 て 更 更 の の

道 公 報

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
知 漁 道 土 土 土 肥 大
事 業 営 地 地 地 料 規
権 災 土 改 改 改 の 模
限 害 地 良 良 良 登 小
に 補 改 区 区 区 録 売
係 償 良 の の の の 店
る 法 事 解 役 役 有 舗
保 に 業 散 員 員 効 立

第

〇 〇 〇
等 平 有 北
の 成 害 海
決 十 興 道
定 四 行 行
の 年 の 告 政 規
一 度 指 組
部 に 定 織
改 お 規

号

毎
週
火
・
金
曜

月 後 る 員 則 示 開 示
一 志 落 会 の 発
日 教 札 教 一 行

育 者 育 部 為
局 等 長 を に
告 の 告 改 関
示 公 示 正 す

火 示 す る
る 工

曜 規 事
則 の

日 完
了

特 告 の の 及 通 通（
約 事 承 び 三 知 知
業 業 認 供 件
者 計 の 用 ）
の 画 出 の
指 の 願 開
定 変 始

更
の
認
可

安 よ 変 に の の 期 地
林 る 更 よ 退 就 間 法
の 区 計 る 任 任 の 附
指 域 画 清 の 及 更 則
定 及 の 算 届 び 新 第
の び 決 人 出 退 五
解 区 定 の 任 条
除 分 退 の 第
の 任 届 一
決 の 出 項
定 届 （
の 出 変
一 更

正 い 示 則 則 目
て の
補 一
助 部
金 を
等 改
を 正
交 す
付 る
す 規
る 則
事 次
務

日
発
行

（ （
建 建（ （ （ （

都 砂 道 道 設 設
市 防 路 路 部 部（

税 環 災 整 整 総 総
務 境 害 備 備 務 務
課 課 課 課 課 課 課

部 ）
改 の
正 届

出

（ （ （ （ （
土 土 土 土 道
地 地 地 地 産（ （

水 改 改 改 改 食 地
産 良 良 良 良 品 域（

治 経 指 指 指 指 安 産
山 営 導 導 導 導 全 業
課 課 課 課 課 課 室 課

又
は
事
業
、 （
補 生
助 活
対 文（

経 象 化
済 経 ・
部 費 青 （
総 、 少 人
務 補 年 事 発行
課 助 室 課

北 海 道
（総務部法制文書課）

八 八 八

◇ 二
規 没 す あ 訟
則 収 こ 施 る る 法
保 の 行 こ こ 第（

北 全 規 期 と と 百
海 等 則 日 と を 九

） ） ） ） ） ） ）

七 七 七 六 五 五 五

一 ◇ 二
の 関 刑 い
制 警 趣 す 事 こ 施 て
定 察 旨 る 訴 の 行 定
に 手 及 規 訟 規 期 め
よ 帳 び 則 法 則 日 る

） ） ） ） ） ） ） ）

五 四 四 四 四 四 三 二

〇
一 ◇ 特
北 定

新 趣 海 調
た 旨 道 達
に 及 行 契 道
支 び 政 約 警

） 率 ） ）
電話

ペ
ー

二 二 二 ジ 印刷

〇 〇 〇 〇
遊 正 傍 る 没 に 刑
技 す 受 規 収 関 事
機 る 令 則 保 す 訴
の 規 状 全 る 訟
認 道 則 等 等 規 法 道
定 公 の を 則 第 公

－ －
（内線 ）
－ －

富士プリント

〇 〇
政 特
治 定
団 調
体 達
の 道 契
収 選 約

道 を は し 示 十
公 請 、 た す 九
安 求 平 。 証 条
委 す 成 票 第
員 る 十 の 二
会 こ 四 警 項
規 と 年 察 に
則 が 十 手 規
第 で 月 帳 定
六 き 一 へ す
号 る 日 の る
） 司 か ち 北
法 ら ょ 海

り 規 内 の 第 は こ
警 則 容 一 百 、 と
察 等 部 八 公 と
手 の を 十 布 す
帳 一 改 九 の る
の 部 正 条 日 た
恒 を す 及 か め
久 改 る び ら 、
用 正 規 第 施 こ
紙 す 則 百 行 の
が る 九 す 規（
廃 規 北 十 る 則
止 則 海 九 こ を

庁 内 組 に 察
の 容 織 係 本
経 規 る 部
済 則 落 告
部 の 札 示
の 一 者
商 部 等
工 を に
労 改 関
働 正 す
観 す る
光 る 公
課 規 示

公

布

さ

れ

た

規

及 安 請 請 の 一 安
び 委 求 求 一 八 委
型 員 を す 部 九 員
式 会 す る を 条 会
の 告 る こ 改 及 規
検 示 こ と 正 び 則
定 と が す 第
等 が で る 一
の で き 規 九
告 き る 則 九
示 る 司 条

司 法 第
法 警 二

支 挙 に
報 管 係
告 理 る
書 委 落
の 員 札
要 会 者
旨 告 等
の 示 の
公 公
表 示
の
一
部

警 施 う 道
察 行 付 公
員 す が 安
の る で 委
指 こ き 員
定 と な 会
に と く か
関 し な ら
す た っ 指
る 。 た 定

一 規 た を
則 め 受
の 、 け
一 こ た

さ 道 条 と 制（
れ 平 公 第 と 定
る 成 安 二 し す
こ 十 委 項 た る
と 四 員 の 。 こ
と 年 会 規 と
な 国 規 定 と
っ 家 則 に し
た 公 第 基 た
が 安 五 く 。
、 委 号 司
こ 員 ） 法
れ 会 警
に 規 察

に 則
主 （
幹 規
を 則
設 第
置 八
で 十
き 九
る 号
こ ）
と
と
し
、

則

の

あ

ら

ま

し

警 察 項
察 員 の
員 の 規
の 指 定
指 定 に
定 に 基
に 関 づ
関 す く
す る 司
る 規 法
規 則 警
則 の 察
の 一 官
一 部 等

訂
正

部 の 司
を 規 法
改 則 警
正 を 察
す 制 員
る 定 で

伴 則 員
い 第 等
、 十 の
刑 八 指
事 号 定
訴 ） に

そ
の
職
務
に
つ 一

二

部 改 の
を 正 指
改 す 定

一 一
〇 〇 九 九 九 八

公

布

さ

れ

た

規

則

の

あ

ら

ま

し

公

布

さ

れ

た

規

則

の

あ

ら

ま

し



北
別 北 海光 の 支 表 海 道課 商 庁 第 道 北 規工 の 十 行 海 則労 経 一 政 道 第働 済 の 組 行 八観 部 織 政 十
の 規 組 九

北 海

北
平 海
成 道 こ
十 行 の
四 政 規
年 組 則
十 織 は
月 規 、

道 公 報

二 一
な 会 査 の る

施 く か の 制 警 趣 規
行 な ら た 定 察 旨 則
期 っ 指 め に 手 及 （
日 た 定 の よ 帳 び 北
た を 通 り 規 内 海
め 受 信 警 則 容 道

第

◇ 二
傍 た 定 犯 向 な
受 こ 施 た を 罪 精 協
令 の 行 め 受 収 神 力
状 規 期 、 け 益 薬 の
等 則 日 こ た の 取 下
の は の 司 規 締 に
請 、 規 法 制 法 規

号

一
の
制 警 趣 平
定 察 旨 成
に 手 及 十
よ 帳 び 四
り 規 内 年
警 則 容 十

表 則 織 号
支 規（
庁 昭 則
の 和 の
地 四 一
域 十 部務 上 政 一 をに 司 策 年 改従 の 部 北 正事 命 の 海 すす を 環 道 るる 受 境 規 規。 け 生 則 則、

一 則 平
日 の 成規
一 十
部 四
を 年
改 十
正 月
す 一
る 日
規 か
則 ら
を 施
こ 行

、 け 傍 察 等 公
こ た 受 手 の 安
の 司 に 帳 一 委
規 法 関 の 部 員
則 警 す 恒 を 会
を 察 る 久 改 規
制 員 法 用 正 則
定 で 律 紙 す 第
す あ 第 が る 七
る る 四 廃 規 号
こ こ 条 止 則 ）
と と 及 さ （
と を び れ 平

求 平 則 警 等 等 制
を 成 を 察 に の 薬
す 十 制 員 関 特 物
る 四 定 で す 例 に
こ 年 す あ る 等 係
と 十 る る 法 に る
が 月 こ こ 律 関 不
で 一 と と 第 す 正
き 日 と を 二 る 行
る か し 示 十 法 為
司 ら た す 三 律 を
法 施 。 証 条 第 助
警 行 票 第 十 長

察 等 月
手 の 一
帳 一 日
の 部
恒 を
久 改
用 正
紙 す 火
が る
廃 規 曜
止 則
さ 日（
れ 平

活 第雇 課 二用 の 十対 項 一策 の 号に 次 ）関 に のす 次 一る の 部特 よ を定 う 次の に の事 加 よ
え う

こ す
に る
公 こ

則布 と
す と

北 る し
海 。 た
道 。
知
事

堀

し 示 第 る 成
た す 七 こ 十
。 証 条 と 四
票 第 と 年
の 一 な 国
警 項 っ 家
察 に た 公
手 規 が 安
帳 定 、 委
へ す こ 員
の る れ 会
ち 北 に 規
ょ 海 伴 則
う 道 い 第

察 す の 一 九 す
員 る 警 項 条 る
の こ 察 に 第 行
指 と 手 規 三 為
定 と 帳 定 項 等
に し へ す 及 の
関 た の る び 防
す 。 ち 北 組 止
る ょ 海 織 を
規 う 道 的 図
則 付 公 な る
の が 安 犯 た
一 で 委 罪 め
部 き 員 の の

る 成
こ 十
と 四
と 年
な 国
っ 家
た 公
が 安
、 委
こ 員
れ 会
に 規
伴 則
い 第

る に
。 改
正
す
る
。

り 北

大大 海

規規 道

模模

財興

告

小小

団機

示

売売

法構

第

店店

人
十

舗舗 勝

達

也
対 北

平象 海

経平地 道

費成域

成
告

産 、 示年
補年業 第

支

北
助 海
率月援

付 公 、 十
が 安 犯 八
で 委 罪 号
き 員 捜 ）

倫っ
不に

別画

種映同

を な 会 処 麻
改 く か 罰 薬
正 な ら 及 及
す っ 指 び び

の 北

北興興 海

海行平行 道

道を成の 告

青有 示

少害年 第

興 年興
保行月

、 十
国 八
際 号
的 ）

こ
の
規 附
則
は 則
、

立の 号

」者
法置

振地設

圏

変
成ら

を平か

産タ法に

興財圏ン年更
第い

構法業ー律つ

機団

て

人技
釧術

道

路振号届

等１セ 号

決タ

示の日ン

告
定ー

の備

）整 号
部業財 成一事 平
をの団

十 に
の項人 度
次事法 年

愛淫
ん
妻ぽ

う勝 お
よ中

り
想狩

い姫
た
れ伝

さ欲

給東 ー

配オ新
い

護と１ 号

条指の

成て
育し日行

告

題 す
例定

名

和。
昭る

道作

海制

北
年

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

則あ

室セ附が

根興）出
第

改条。

に５た

」第っ
よ

に
定
規
の

。項

る１

め

す 助
正 補
改振 て

に圏 い

道 付

海 交

北 を
。 等

る 金

宝 ピ

又

堀 務
事

事 る

知 す

社画画
映映 会ー

範部

の囲全
ののおれ

し又も年るら

し性道等健そる

著、は

社

条会

く的義で全れた

は

第又

例
号

示

知

条道

４海定

第北指

）
規

定 の堀

項
１事指

第

二

達 業
事

は

お
と
の

次
、

り 感心あながめ

助

也 補
、

て成る

暴情をっ育あ

粗

認

を刺つ、をと

性を傷
しる少すめ

助激け青害 、也

り理

よ達

にの 定

長 次由



平上て
アイ

平 成記大は株虻大

成 規代式田規

十 年の模表会郡模

四 ５変小者社虻小

年 月更売の田売

十 ６に店氏エ町店

北 海

変

駐荷す
更

更年

変輪変変さ変変る

き前後月

更場更更ば更

））施））日

後の前後

）収

道 公 報

アイ

田更大大

虻変
郡し規変変規駐
場更

虻よ模更更模車変

）売の前

田う小前後小

字す店店収）

町と売）

第

１
届氏

出大名株虻大

事規式田規

小社虻小ホ

項模会郡模

エ町店ム

概売田売ー

の
舗ー字舗セ

要店

号

成

お生３平

なの月
域２

、活日

同環ま

法境で年

第のに
道日

条持海１

８保北月

第の

月 日係舗名ー字舗

一 るにア入の

日

設

もおン江施

のいド

外小イ地配

以てワ番の
置 の売

火

項を代関

事業に

曜

う取る

行表す

日

容設

の役項

者締事

の 台６

台数台台面

舗容

積

入る舗

の台 江事内

施数台 項の
面配

地舗の

番店設
事

る

計す

合関

のに

積置

ン江名タ

をア入のン

項

称ー

設
置ド

るイ地び号

すワ番及１
所館 者

締

又取

名表

氏代地

の在

項め振

２た胆

称
名役

は

工

定す商

規慮庁

の配支
項観

づ事働

基き労

にべ
該いに

当つ課

、に光

き

英

は
又田

名横

氏

大て到

に
び
並
所
住
び
及
称雄

名 並雄

所英

住
び田

及横

法

に

事人

知法

道に

海び

北

見す

規意着

は
て
っ

堀あ

店すう

売有よ

小をる

模

る

設はす

を者出

舗る提
にが

る面と

す書こ

置、

あ
に
人

そりき

がよで

者

期
っ

北

肥間 海

を平 道

更成

料
告取
新 示締
し年 第法
た
。月

平１縦午そ縦に

のの等
い

日 成月覧前の覧つ

祝
３時９他に に

かいは

関 年日間時つて

ま

２３

出成出縦北北縦

届平届
書覧海海覧 年

胆間

閉月年等場道道期

月縦済振

店日９の所経

の

也者
表

達代

時

さ店

閉来開閉駐入荷開

場１ば時

店客店店車口

周成。

の平る

時が時時

辺
ウ

地年
物模規店

棄規大開

廃大

昭 等小模時

１ 号

日

和
第

律
法

年
第

）
号

す

条

を午は田

る 月でらて虻
虻へ

律 日除後、町

法 １

く５

町い

昭 火。時田問

和 ））

か分に合

法 平でしせ

年 らま対わ
もこ

律 成てる

第
年協と

２力。

域商

日地庁

刻５覧部支

時課働

８業労

後産工

午

駐刻刻の箇き刻

課
光

観

午午動設午

車自所施

刻
後を前後車出に前

午場

い時

８利９８の口お９

時用時時出１
入箇て す
このさ

る分分口所荷分

で口を

が入き

と数出ば

保店売

の売小刻

き１行

に９

施の舗前

管舗店午

の設お時

設施
容のい

法業
方売

営小

量運て分

にを

北 に
定

規
の

項
２

第

関行

知 、

道 り

海 よ

三

）
月依 号

料

堀 肥
の

事 次

行 規
日を に

３頼

休
ま定 る
）予 す

月う 定

あ 日
でで

日で に
曜の び
日る 並

、、

と

時所こ

る箇う

土縦 月

う

帯
間

時
る

き
で

帯が

間

刻
時

店
項開
事の
る者

す

達 録
登

の

刻
時

店
閉

び
及

効

也 有
の

曜覧

翌
び、 ら
及所 か

日場 日
民年間

国時



任 地か平成

土区退平

良
改ら成年 良、

月 法次年

日 の
日理監監

和お１

昭と月
り

北 海

海
北

同同同同同同

第
示

告
道

同同同同同同

号

道 公 報

任任

就同同同同同同退

成
平同同同同同同同

第

次 北

土の就の 海

と平退 道

お成任別

地
告改
り 示良
役年 第

就

法
員
の月退 昭
就１任 号

任日年

和

号

録道
海

登北

平第

成番
十
四号号
年
十

・別事

法員の 事

年役事

任
第退

律の
の氏本

が 第
出間 ）

届 号
あ吉

た名蔵 第
っ 条

。

梅菅瀬
事

同同同同監同

本村井田野川

山内酒

事事

理同同同同監同理
智

越山内酒梅菅瀬越

事
智本村井田野川

第任
律退

法び日

年及月

の理監

届事

あ 第
が・別 ）
出の 号事

っ
。 第
た氏 条

月肥生

一料石

日

類
種

の灰

火

料石

肥生

曜

名
の灰

日

に

郡 定

丹 規

住積 の
項

称

大 、

道町 り

海丹 よ

北積

人

堀国 法

美 算

事字 清

知

昭

寿久重福

船 国

字 美

町

同同同同同

昭雄夫雄義
美斑美

字字字字字字

同
野深岡深渓深

吉美富

雄義昭男

悦寿久重福悦

同同同同同同

男昭雄夫

字字字

町
深
美
郡
川
中同

富美斑美敷

字字字字字

野深岡深渓深島

敷吉美

島

海 よ

北住 に
定

規

名 の
項

地

堀 土
深

事 美

知 、

道 り

分リ 成カ

証ル

保ア

良
改

量

分

％

達澗 町

他な

の当

そ該

）

土

号え害掲

改所地

也番 地

補 」表、げ
償 中 及にる
法 び改３漁

一 ３る法に
の ２ 第め業

る
部 法 号。第限

ロ

地地地地

番番番番番番

よ

１９

地地

北

昭う

覧

海

和に平

そに

道

改成

の供平

告 関す成

年正 示 係る

北す年 第 書。年

海る 類

道。月 は月

地地

番番番番番番番番
画

１９

地地地地地地
北

道整 海

営理

平同同同

道

土）

成

告

地） 示

改事 第

良業
の

規

、所

ら也

か

達 区
北

土定退 海

に平 道

よ成

任 地
告年 改
り 示良
、年月 第

日

法
清
算月

格
規
のし

株
業
工
灰
石

生府
子
名訓

を 第 式

。 」条改

を）

りに 第３す 削」 条第正
律め 号に法 、改 ２号る
掲
掲げ 法る に
げる平 第。

漁成 る

条業
律 」 ４を法 業 の」年 漁

第

告１ 号

海第

北日示日

、１

道
網
支

走号

置補

え害

備災

に業

庁漁

い償

南土 号

区良
地改

松海浜中東地

仙英地業
畑事

谷田本村

郎郎一総更

次太帯変

昭
同同同備を
整画
合計

啓
丹定

積

昭

郡担め

法１ 号

人日氏

和
地
第土

律町
法国

年美
改名

か住 第
区 ）
良 号

ら

称社
会 産

、 条

大
町
府

子
訓 業郡

呂
住常

の

町

次 １３第

項

）

第法号 に

２第
に ３ 号

よ
改 海第 掲 をる 北条 に 」

２ げ
に 漁 第前 知号 る 法正 道

の 事

掲 業法

て法

のる 除第 堀条げ を

区

成る

平よ

、に

北及

年域
の

日知分

１道区

月海び

堀定

ら決

か事

町育

丹手。

積いた
日）

字字字字型

大大大大成

国国国国

美美美美］

字字字字道

町町町町農

澗澗澗澗土

船船船船、
層
改

項
の ２

次 第

番番番番良

算北 て
清 い

り お
お に

と
る
退知 す

の道 用
人海 準

出 第
届堀 法
の 同

任事

者
所地
番

録成

登平

有
効
期

四間

３漁 く

達１）第

第業 。条
に

也第業号 を

項漁３ 」

一達部

、一

間の

２加災

地地、

縦の

の也次

般を

区
、
ょ

き
暗

地地 が所

っ達 第
あ 条
た
の

。也 項



第１ 北

網 海

平 走 道

開成作作 号 告）平 業業 発 示第成 建年種期 第

十 類間 設条四 部月 に年 長１ 号お十 か日公平

北 海

第１２３

国

成業業業

土条平作作作

種期地

地第
理１
院項年類間域

長の

小

ら定１基平苫

か規月
に日本成

道 公 報

海
北
道 備

告 在保た解え

示 場安目置

第 除 所林的次い

とのて

し図縦 の号

指はに

て」覧

第

１２

場安目除

解在保た解解

係と係

除 に所林的に

除
安指安

保て保 の るしる

号

定 北

森を 海

解平 道

除成

林
告法
す 示

る年 第昭
。 和

月
１ 号

い 日

年

月 て ら共成

一 、測 準日

の６ 用 次量年

る と１月 す
お・

法 り２日 同

火

共基ら 第 公級か

曜 準９

第 量点月 条 測

日 の測

牧

、

項 実量日 ２

次よ測

と通９、

のる量年市
歳

お知湖月千

りが沼

本っ原か、

基あ湿日市
来

測た調ら早

量。査

施日び

実９及

を）月町

さ省す

定、供 理

すま厚

道そ
、）

し。

れ由略る

保地面

の用図

衆路の

公

理

た道
る海

す北

健とを

所れ由所

のさの

林定林

用郡

部砂路川

茅土道上

部壊と川

鹿崩地東

郡の

町のす町

字防る

大備た

第
律

法
第

）
号

で の 施）ま

２
第

２
の

条

海 よ し北 に 了定 終規 が
測事 知 、知 通 旨道 る た

た
っ 法堀 あ 量が

測
、

旨町

るで真

和。 昭

道 法海 量北

和事 昭知

経
庁

支
川

め上

律
法

年堀

め

川
東
び
及
課
務
林
部
済

岩

次
の

部

道す

海示

北に ８図 の

項

）
。
る

堀限
に

事分

知

よ
の

次
、
り

よ
に

定
規

の

達

保
に

う

そ日

更の１２

律
法也

年
ら成路

たのか平道路

し

の線

。関
係２

類名

図週年種

面間

達 第

は、月

）
号也

北

道
道
海

路
告法
示
第昭
和

虻番字

１２３
に
場
役
町

山

田 路路２新

道路道区

豊 種区先梨

郡 の線の地
浦 類名域か

更の

也
達

ら番

北

道しそ日 海

たのか平 道

。関ら成

路
告法 作

係２ 示 業

図週年 第昭 地

面間 和 域

は、月

２
指

の
林

安

間

地種期

業業業

作作作

北般日道帯

、一１

域類

建覧得

道縦新

海の道広

。
路る
道す

部供
設に線

及
課

備
整

号

第
律

法
年

第
）

号

前後後

美田地

字虻２

町

１
第

条

豊豊ま 山 道和郡先 新 道
浦浦で 梨
町 停間

前別
更の前

線変後

場
車

、一１ 号

律 走海の

法 網北般日

年

建覧

第 市道縦
設に

路る 第

道す ）部供 号

整。

成

美公平

及 １

課 第

備 条

幌共

町測
７

量年
１月
・

点月
準９

基ら
級か
２日

木海

土北

広
帯

道
海
北
び

業知

現道

五

項

え
備堀

に
所事

の
規
定

らでよ

かまかまかまに
道

、
り

らでらで

路
の
区
域

敷

を

地
の

海
北

員らで
かま 幅

道延

知
事

道 定

海 規

北 の

び 項

堀長

現 道

木 、

土 り

蘭 よ

室 に

え を

備 域

に 区

所 の

業 路

測

、
て達

い
置

で
）ま
量日

重

変
り

お
と

の
次

示
告也

の間

也と区
等複

達道
国

告 り

、 お

て と

い の

置 次
変示



更の 北

道しそ日 海

、のか平 道

同関ら成

路
告法
条係２ 示

第図週年 第昭
２面間 和
項は、月

の、一１ 号

規北般日

年

北 海

別更

頓音

中幌

深士

美上

線線

道 公 報

路線幌

の内 路
道路稚

２
区

、名線

名延 線

第

足で道
１

上

東種

郡先町の

川地旭路

目

町上丁

水ら４類

清か

道

字川
郡

号

路
道区

３
平の
成区
十域

四
年
十

覧

第に道縦

律定海の

法
よ建
り設に

る 第
路道す ）道部供 号
の路
供整。

項
平及 １

を課 第
用備 条

北 の
成び

郡郡

幸幸東東

枝枝河河

幸幸幌幌

枝枝士士

郡郡

士士

字字字字

町町町町

布布東東

烈烈幌幌

風風

稚

域

谷谷線線

宗宗７７

大

縦市市

び内内

及区稚
問問

所声声

場字字

覧大
川川

沼沼
字字

村村

熊
得地 牛新番道

町先

前前後

番屈ま
月
一
日

変後
間

火

前別
更の

曜

日

道 定
年海 規 地

敷

、
日土 り

１広 よ
月帯 に

所 の
開業 路
ら現 道
か木

。え を
る備 域
すに 区
始

い の

置 次

森森
理理１１ 管管番番 林林

先先 署署地地
かま

小小
とと
班班らで 林林

かま
先先
地地
班班

かで
先ま

地先
３地

番番
ら

らでらで

かまかまかま

らで

お

て と

国重
長

延
員

幅
の

道

１２３

後

変示
告 り

、
道路
路路

の線の

種区

前後前

らで

で
ま類名域

後

ら

かまかまかまかまか

後
間

らでらでらでらで

敷
前別
更の前前後

変
地
の

でらで

かまかまかま 幅

の間平

そ週
２

員らでら

関、成

係一
図般年

面の

の間
と区
等複
道

は縦月

更 北

道し 海

た 道

。
路
告法
示
第昭
和

新
道張
道夕

得
線

延

に日

、覧１

と
等
道
国

長 部
設。

建る
道す
海供
北

及
課

備
整

路
道

号

第
律

法
年

第
）

号

北

堀
事

知
道
海
北

１
第

条

複
重

の

木
土

広
帯

道
海

同

土
内

覧稚
道
海

縦北

間
区

所北

場
覧

縦
の

次
び

場木

堀

い
置事

え知

備道

に海 、
り

よ
に

定
規

の
項

、
て

路
道

六

現

所
業

現

也
達

を
域

区
の

か也

日
の達

示
告

所所
業

変
り

お
と

の
次

ら



４
面立

埋

平 に

成 関

十 のののののす

四 地地地地地る

年 点点点点点積工

十 事

北 海

３
立

位区

埋
域置域点

地

区の

道 公 報

間１２

成願名住代

公平出出

、

の表

願 衆

の の

っの 年 縦年あ者

覧

日国称所名

に月た氏 月

す日の

供１

第

承 北

公認そ 海

有をの 道

水受願

２

告

面け書

条

示

埋た及

南

第

立いび

４
丁

法旨関 目

、係 号

番大次図

号

区上
町か

得先
新地

郡１
川番

２上
西ら

月 の

一 施

日 行 ののののの

区 地地地地地

域 点点点点点

ららららら

かかかかか

火

向向向向向

方方方方方

曜 角角角角角

日 度 度度度度

成等ら

目先次のの二か

点果多方

梨のの地

角

羅有のとを角向

郡公
臼水地を使点

町面点結用

度 共かん）

栄らだ

分 線北 町
２のに

番地よ秒 緯
の

庁農東農

る官

度 １点っ

水都水

成林京林

。平

田臣

６省代大

年産千産
区

月

書

の勤
１

関
が部

日霞武

とは

３正の

地

出海

ま法り北

先年お、
が釧

第願道

で律
た木

前後）っ土

号あ路
。現

第
第所

条業

目町
丁得

４新
南郡

条川

敷
前別

更の前

変後
間

分 分分分分
秒
方 ののののの 秒秒秒秒

向向向向向 方方方方

のの

地点点 地地 の地地 のの

、まて方
点点点

向 分 ４で囲

番をま

８順れ秒 、次た

４に区
ん東地

番結域、の

、だ日経点

線本
及測
び地 番度

１系

道
海
北

１
の

２

のに 及分

１に

堀
事
知

項備

のえ

らで定い

かまかま規置

り告

よ、

にて

らで

、示

公の

有日

の起

面ら

水か

地
の

員らで
かま 幅

延

方り平

地お

７と

国重
長

更税指成

変
認法定

可し年

年昭た

月和。月

び

秒 地よ
点る

番と測
量）

立

事施設変

３４５６

地
地年 行可の 施行認更 業

画１２

也
達

月 期内

北

土整 海

理平組事 道

組成務

地
告

所 合 区
合 示画
の年のの 第

所

整
事名 理
業月在

５

の週

て３

立し

埋算

のの イロハニ地
立 面

埋

複 道

地地地地用

ののの

の間
と区
等

１

位区

日
平律
法
年日

公

成第
第 月） ９号 年
日

変平変平

間区日容

の
条

成業更成更成

平釧平事

４郡４施前４後４

成路

事９

年釧年行の年の年

業月業月

９路９期事９

月町月間

施 字８及施

期か

日別日び行日行日

金間ら間ら

か保資期か

法

ら原

計１称地 号

変釧釧

和の
昭画日

東釧

法を町郡

年更路路

し土町

第可陽路

律認
た地字

整原 第

画保 ）
。区別 号

漁

点点点点積途

の二かイロハ

港 成等らののの

施 果多方地地地

設 を角向点点点

用

ららら地

使点角かかか

用

度方方方 ）

向向向

分角角角 北

梨の地

目先次の

置域

緯

結

臼地を

羅のと

郡イ点
ニ線

栄らだ

共かん

町点

１
第
４
の

６

２のに

町

告

に
定

規
の

項

七

成

平野計平平

特
、

り
よ

成南画成

の

９、更９３

年線変年年

月南月月

でで

ま東まま

日線日日

南
び

で及
線

理野

第

組南 条

合

項

線 １
よ

道 に

海 定

北地 規

番 の
の

堀 次
、

事 り

知

度度度 秒
の 度

分分分 方
向 分

秒秒秒

ののの 秒

方方方

向向向 、の
東地
経点
のの

１点っ

番地よ

地地 度の

れ

番をま

４で囲

、まて
結域

４に区

、次た

８順
ん

番

線本

、だ日
及測

の

の
次
を

者
業

約

び地 番

也 地
土

達 り
お

と

部
一
各

地

区

点点 分点

秒 地よ びのに 及イ系 １

）

点る

地ニ量

番と測



２ 使 む 第「
第 障 第 用 身 。 二
四 害 傍 八 者 体 ） 条
十 者 聴 条 等 障 の 第
九 で 人 に 」 害 席 二
号 あ が 次 を 者 」 項
） る 身 の 特 を 中「
第 場 体 一 そ 別 「 「
二 合 障 項 の 席 次 一

北 海

北
北 平 海
海 平 成 道
道 北 成 元 議
議 海 十 年 会
会 道 四 北 告
傍 議 年 海 示
聴 会 十 道 第
規 傍 月 議 四

道 公 報

発

平開れ開所開

１２３

区地許び許

成発る発及

のを名年

年域域可氏可

又

１工称け日

月は名受月

日区た及

第

事 北

都は

３４

海

、 道

完
市 主指

網

了
計 た

走

し
画 る

支

た 定法 事

庁 務

。 告昭 所

示和 又

第 は年

号

氏代
１２

平
成名表
十
四

又者 年
十

条 に 害 を 介 」 項 般
に お 者 加 助 を 及 の
規 い 福 え 者 び 傍「
定 て 祉 る 」 車 第 聴
す は 法 。 に 椅 四 者
る 、 改 子 項（ （
も 身 昭 め 用 に 盲
の 体 和 る 特 定 導
障 二 。 別 め 犬（

同 害 十 席 る を
法 者 四 」 者 連
第 補 年 に を れ
十 助 法 改 除 た

則 聴 一 会 号
規 日 告 道（

平 則 示
成 の 第
元 一 一

議年 部 号
北 を （
海 改 北
道 正 海 会議 す 道
会 る 議
告 規 会
示 則 傍 告

平

ま住号

含の番

に者び

走幌方成

網札地

市市職
済月

鱒央共３

字中員年

浦区
北組

番３合日

年 事

号 業支

所

第 の月律 所

法

在

号 庁

第
）

地日
滝平

第

川成条

告 市
新年１

月はの 一
日

称名
名氏

火

曜

じ田
ふ久

日

事健
商

二 犬 律 め く 傍
条 第 、 者 聴（
第 身 二 同 が 者
一 体 百 項 使 及
項 障 八 第 用 び
に 害 十 二 す 手
規 者 三 号 る 話
定 補 号 中 席 通
す 助 ） 」 訳「
る 犬 第 介 に 者
表 法 四 助 改 同
示 条 犬 め 伴（
を 平 に を 、 の
し 成 規 連 同 傍

第 聴
一 規
号 則

示） 北 ）
の 海 の
一 道 一
部 議 部
を 会 を
次 議 次
の 長 の
よ よ
う 酒 う
に に
改 井 改

条北
西海網

海６道建 、 北

丁支指 道
網番目部第

走２長

支－

庁第北
事

太区知

工道

長２海号

項

堀

田
）

町
丁１規

３月の

示

る

番よ

１に

目日定

株司

に
為

行
発

開
の

号次

堀
事
知
道
海

北
社

会
式

た 十 定 れ 条 聴
も 四 す た 第 者
の 年 る 車 三 等
に 法 身 椅 項 を
限 律 体 子 中 含

北

次 海

の平 道

と成 教

お 育

り年 庁

一 後

般月 志

正 正
す 芳 す
る る
。 秀 。

５６７

契一一平契

約般般成約名所

に在 の競競

相争争年関称地

手入入北す

也

夫達

敏

円方札札海る

１２３４

札氏住札

落道落平落落

者金

札立札成

に学者
９指

係校を年の名所額

す
関

特内定月名

る校決

工
る

北

次 海

この平 道

のと成 教

規お 育

則り年 委

は一 員

、般月 会

也
達

第 る
十 。

附 二 ）
条 を

則 第 い
一 う

競１ 教

争日

電

育

入

話

局

札

番

告 号道

に 示 教よ 第
育り ２

落

－

号 庁札 －後者
を 志決

教

便

をの道事北郵
内定北

告育を道番

決公教務海

た員当育

し委担教号

定
手会す庁

続教る生－

育組涯

長織学
称高海

示名部北

告の習
及校道

第

及エ東 し 定

た日びヌ京

日住イ都

役
名築シ区

の構所ー港

務

ク１

及係ネ田

称にー三

量スソ目

数シサ丁

びる
ムュ番

テリ４

イー

平競１ 教

成争日 育

十入 長

四札 告 道
年に 示 教 十よ 第

月育り

一落 号 委 日札

か員者

らを 会 施決

行教定

項 。
中 ）
を「

次 同
に 伴
」 し
を て
入「

次 場
の す
各 る
号 こ
の と

し海 育た道 線

局。教

－育 告庁

示後

号び教札

下
長
局
育

教
志

区
央

地中

在課市

所育幌

ンシ号

目
丁
７

西
条

３
北

シ式

ー株

レズ

グン

テョ

務
業

ン社

ョ会

校

すし北 育 るた海

長 。

教

。道

告育

示

相
長

育
教

会
員

委

い が
ず で
れ き
か る
に 。
」
に
改
め
る
。 八

夫
秋

馬

治
清

田



加

平 藤 年上そ

成 礼 分の

十 一 川他

四 連 の

年

支合 政

十 治

北 海

び報

政支告年

にあ海成政

治出が北平

ク 資

治 金関っ道

団 借 規すた選年

入 正るの挙
、理１先体 法報で管月

ご 告
書同委日の

道 公 報

北 ７

海
道 平契

選 成約名所

挙 に在

管 年関称地

理 北す

委 海る

員 道事北北

会 教務海海

第

３４５６

契一一 落落

約般般 札氏住札

の競競 者金

相争争

氏手入入 円 の名所額

東東月をの

名１方札札

び芝京当決公

及

号

札ー札成

落パ落平

１２

にソを
し月

るル定８

係ナ決年

等ピ日日

品ンた１

物コ

後月 団

一 所体援

日

藤
加

）会

火

礼

曜

一

日

第会の名 和に法員と 昭
つ残 告称 高 年い

律、の第借 が 法て条示

第加規

万 藤定号 礼に円入

づ北超 ）の 一基を 号）
部 合き海え先 第一 連
後、道る

次 援政選借借 条を

告 育を道道

示 庁担教虻道

第 後当育田

選 志す庁郡

教る後倶挙号 育組志知

管

告の育町

局織教安

理

第称企１

示名局北

委

１及画条

員

所務２

号び総東

会

ァ中りし

住フ都た定告

続

ナ区単手

イ央のた

所
式丁

株５
ス座）

ン銀価

ー
のュ

号
１

番
社２

会目

量式
数２

び
及

称タ
名

台

１の入 会治挙入 第

を

」

会体理 項残 と の団管金

収員 規り 計の委高 のお
報委 に正 任支会 定訂 責
書長 づ上る 告員 基す 者
政

の く窪。
公 体

の橋 団道旨 治寿要

地目

在課丁

か

告
示

委 北

没員第 海

収会２ 道

没規保規条 公

収則全則を 安

保等第次 委

の 全を 員

等請号よ 会

訂 収
ら表康 の

没こ
を

及の成
正平之 入

保に成

３の収こ平

第こ
規 附 条
及則全公

は等布年 則 び
別、をす

和
記平請る月

北 部

刑 海 刑を

事年 道

刑の訴北

事改平

公

事一訟海

訴正成

安 訟す

訴部法道 委

訟を第公

法る年

員 第規

安 法改 会 則月

加
連 の一 川他

礼 の

藤 上そ
政

政

う

先体

入団 借分 治年 ク

を求） 規

請すのに 則

求る一改 第

すこ部め ６

るとをる 号

がきよ

とでの

こが次。
正

る法改

き司に

でるう

様成求。１

法察す

司警

す日 式

こ

を年る

削

かき

日で

。１が

る月と

る察

す警

行法

施司

らる

委 第正 規 を１

す員 条条 則及 こ日

る会 及第

規規 び条び こ

５

則則 第及第 に

号 公び第 布第 条す条１
第号 第る

一

項第項の

２。条２）

の定を

規項規部

の２の

会

所体援

団後

治 支合

定

）道

加公

藤安

礼委

一員

借 が
高称 残

の名

との ご

員る

る
え先

超
を
円入

万

指に

の定

員指

察の。

警
る則

す規

関る

にす

定関

九 規

海

。員北

一４

の成

則平

員

関委

に安

定公

指道

の
一
の長

則員

規委

る会

す

基の

に北規に次

を
部佐

司う

く道にくよ

基海定

警改

法安く法に

司公基

員す

察員法察正

警委司

の。

等委察等る

員会警

定の定

指長等指

の員員

関定関

に佐指に

会

規

則

入 入
借借

。
る
め

改
に

」

道

改海

を北

部年

高
残 金

す文

正
改野

る安

す公

正

関る

す野にす

則
規男

る

男規

則る則

規文す規

る
の
一則昭



適 遊で平

の のの

条務た

検又 正 技、成

定は 化 機同

申名 等 の規年

請称 に 型則
す に９１者及 関 式第月

関条日のび

北 海

北

遊 海

技

第こ

道

機

２の

公 規 附

の

条

安

認

及則

委 は 則

定

び

員

及

別、

会

び

記平

告

型

様成

示 式

道 公 報

安 北

傍委第 海

受員１ 道

傍る令会条

平

公

受規状規の

成

安

令則等則見 委

状の第出

年

員

等請９し 会

の求号及

月

規

請を）び

１

則 日

第

受こ

さの記こ傍を

別則

規令こ

れ通様の
附

公

司のを則状に

た知式

は等 則

す

警容る、の布

法内削

員変成求る

察に。平請
を。 の更

号

第

の ２

規 条

方定

地
平裁北に

成判海よ
十所道り
四へ公没
年の安収
十

所 法 す第氏住 る 通委保

群株 技項
律 る１名

県会 和 上規馬式 昭 術の

の定桐社
市共 法 格よ生三 年 規に

合示野 第 適公境 律 にり

町 しす北

丁 てる海 号六

式 第

の

を年

削道

検 号

。１定

る月

公

かに

日等

安

施す

ら関

委

す規

行る

員

。
る則

会

求すの条

昭

第

をる一名 ７

すこ部を 号

の、

こが次り

るとを削

でるう条

がきよ同

とで

る法改

き司に中
下

北法察す以

司警正。

海警員る

る

勤が年す

務生

日が

をた１と

地じ月こ

すもらき

轄きかで

管と

す法

地同行司

る、施る

判す。察

裁とる警

方様
所る員

月知員全

一）会等

日

特る
薬す

麻求
、請

はを

火

法と
例こ

曜

で
第が

日

第目 い。道 ）

第る
条き

る公

旨安
会 ４

検員地 第
の委番 条

委 項
定

佐 を
営定
俗長 検
風員 の

和
規。
の野 う
等い
業

告

年

示

第
則
規
会
員
委
安
公

家
国

道察の。

４

にと

安の定」

公員指法

会にすう

員定関い

委指

則を

員す規」

委関る。

規削

長る
の成。

佐則平る

野一

に

の定

そ指

に。の

部年

則

し規

知る

通す

を関

旨

改

なを

ば部

れ一

けの

な
員

び察
及警

項法
３司

ら
た
罪し
犯定
的指
織を

組
、
第は
法き
罰と
処

業っ
び男 行
及を
制文 ）

定

事
う型式の概要検

３

所技技式

業遊遊型製型

検又代製
６
第
）
号

年 造

定表 定定は造

要検検検
請称は 者 定の 型申名又

正道

改海

文を北

年有 式

製う型式の概

２

す公

男

型製 表 定は造事

検又代

所技技 者

申名又業遊遊

。る

いす

な正

造 請称は

式の概要検検検

１

そ規
定の 遊遊型製型定定

型

年有 造 技技式

製う
項定
１指
第該
条当

試

は所 者
又業 表造事

代

月 所のの験 式業 の機機
分名名号日

在種区番 者

平

地類
群回遊ス株

成 馬胴技ペ式

県式機ー会

年 伊遊のス社

勢技認バオ

及ーン１

崎機定ニリ月

ピ日

市
日び

ア

査 番効の 試者及検

乃型

番氏住を 期氏 月 験のび

沖神

号日号間名所名行

平第公東株代

示京式表縄奈 成

の都会取県川
県 日台社締 年

東オ役覇横

石港市

月号平区リ市浜

上ピ原町中

１成東ン

日

及検の機機

年野ア３区

のび査所のの式業 の 者

名名

氏住を在種区者 氏

株

名所名行地類分

式

群株代群ぱ遊
ん機フ会

馬式表馬ち技

締伊このィ社

県会取県

生三役勢遊認ー三

桐社

機及ー

市共崎技定バ共

型イ

野島三びバ

境毒市

験番効 式業 機機試

町和

号間

種区番期 者月 のの

平第公

類分名名号日

株 ぱ遊

示 成 式 ち技

の ん機フ会

日 年 このィ社

遊認ー三
ー１成

技定バ共月号平

機及
びバ日

在 氏査所

の検の

型イ年

取県

表馬

代群

名行地
を

和

島三

毒市
崎

役勢

締伊

検

町の

出式
定

新

６
第
則

規
る
す
関

に
等

二昌丁
３

１目４下

月丁幸目山
番 日

丁 ）番
３番

ら号３

か７号目

年

のン

六秀町式キ

間号

丁行

検グ 目

番定

地等
第

則
規

る
す
関 地１に 番

６

式キ

日

検グ１

のン月
）

定

間

る年

す３

関ら

にか

等

秀町

６
第
則

規

行

１
地
番

一
〇

条

イ
号

１
第

条

号
２
第

条

イ
号
１

第



検検又代製う型平

定定は造事成 申名又業遊 表

十 請称は所技 者 の

四

の 者及検の機 有

年 のび査所の 効

十

北 海

型定

型式の概要検検

５

年 造 技技式定 遊遊型製

月 のの験番 式業 機機試

道 公 報

事

要検検検検又代製う

申名又業 定表 定定は造

有 式請称は所 者 定の 型

所 番効の 試者及検の 年
月 験のび査

第

事

又代製う型式の概

４

名又業遊遊型製 表 は造
の機機

造 称は所技技 者
び査所のの式業 の 及検

号

有請 定の申
定定

検検検

住を在種 期氏 の 番効者

氏月 間名所名行地類一
日

式表知ち

公愛株代愛ぱ

名こ

の県会取県ん

示知
古高役古遊

日名社締

火

成市内市機

平屋尾屋技

曜 中ヶ中

年川島川日 区敏区

日号

種区番 者

月太博蔦

平第

類分名名号

群回遊ド株

成 馬胴技リ式

県式機ル会

年 伊遊のギ社

勢技認ャオ
グン１

崎機定ンリ月号

式

乃型ア

日びピ日

市及

番氏住を在 期氏

町の

出
神

号日号間名所名行地

平第公東株代沖

示京式表縄奈 成

の都会取県川
県 日台社締 年

東オ役覇横

石港市

月号平区リ市浜
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